
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ※国土調査法第１９条５項指定とは、既存のデータを使用する調査です。 

 

 
地籍調査実施済地区 

  北 

地籍調査実施済地区 

圃場整備地域（地籍調査除外地域） 

閲覧Ｒ７年度現地調査実施地区 

令和８年度 

地籍調査実施計画図 

 

国土調査法第 19 条 5 項指定地区 

地籍調査実施地区 

(Ｒ７年度現地調査実施地区) 


